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高額療養費の計算方法窓口負担が高額になったときは？
　高額な診療を受けたとき、医療機関ごと（外来・入院は別）の、
1か月の窓口での支払いが下表までになります。
　負担区分が併記された資格確認書を窓口に提示することによ
り、窓口負担額を限度額までとすることができます（オンライン
資格確認※に対応した医療機関・薬局の場合は、資格確認書の提
示は不要です）。
　また、下表の限度額を超え、差額をお返しできる方には、別にお
知らせします（高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です）。
※オンライン資格確認については4ページをご参照ください。

●75歳になられたことにより資格を取得された方（各月1日生まれの方を除く。）は、75歳の
誕生月は自己負担限度額が半額になります。

窓口負担割合1割のとき ①
窓口負担割合2割のとき ②
負担増 ③　（②－①）
窓口負担増の上限 ④
自己負担額 ⑤　（①＋④）
支給額 ⑥　（③－④）

5,000円
10,000円
5,000円
3,000円
8,000円
2,000円

配慮措置
１か月5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます。

②次に、入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額
（①で支給される額を除く）を計算します。

●高額療養費は、暦月（月の１日から末日まで）ごとに計算します。
●入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は高額
療養費の対象外になります。

　計算した額が18ページの表の世帯の限度額（外来＋入院）を超えた場合、超えた分が
あとから支給されます。

①まず、個人の外来の1か月の自己負担額を計算します（現役並み所得の方を
除く）。
　計算した額が18ページの表の個人の限度額（外来のみ）
を超えた場合、超えた分があとから支給されます。

　令和4年10月1日より3年間（令和7年9月30日まで）は、2割負担となる方について、1か月
の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます（入院の
医療費は対象外です）。
　同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない
場合では、１か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として支給するた
め、別にお知らせします（高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です）。

自己負担割合が２割となる方への配慮措置

例：１か月の医療費全体額が50,000円の場合

自己負担限度額（月額）

配慮措置が適用される場合の計算方法

負 担 区 分 自己負担限度額
個人の限度額（外来のみ） 世帯の限度額（外来＋入院）

現役並み所得Ⅲ
（課税所得690万円以上）

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
〈多数該当140,100円〉

現役並み所得Ⅱ
（課税所得380万円以上）

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
〈多数該当93,000円〉

現役並み所得Ⅰ
（課税所得145万円以上）

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
〈多数該当44,400円〉

一般Ⅱ
18,000円または{6,000円＋
（医療費※1－30,000円）×

10％}※2の低い方
【年間上限144,000円※3】

57,600円
〈多数該当44,400円〉

一般Ⅰ 18,000円
【年間上限144,000円】※3

57,600円
〈多数該当44,400円〉

区分Ⅱ
8，000円

24，600円
区分Ⅰ 15，000円
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高額医療・高額介護合算制度とは？高額療養費の特例（特定疾病）
　以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられてお
り、１か月の医療費の自己負担限度額が１つの医療機関につき10,000円（75歳になられたことによ
り後期高齢者医療制度に加入された方（各月1日生まれの方を除く）の加入月は5,000円）に軽減さ
れます。
　該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます
ので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。
※申請により、特定疾病区分を記載した「資格確認書」の交付を受けることもできます。

対象となる病気（特定疾病）
①　人工透析を実施する慢性腎不全　　②　血友病
③　血液凝固因子製剤に起因するＨＩＶ感染症

○コルセットなどの代金は？～療養費～

○移送されたときは？～移送費～

○お亡くなりのときは？～葬祭費～

◆さまざまな給付があり、いずれも申請が必要になります。

　被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に5万円が支給されます。

　負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移
送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。

　次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払っ
た費用の一部が支給されます。
●医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
●海外に渡航中、治療を受けたとき（治療が目的で渡航した場合は、支給されません）
●やむを得ず、被保険者であることの確認を受けずに治療を受けたとき
●柔道整復師の施術を受けた費用
　（脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要です）
●はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用（医師の診察と同意が必要です）

療養費・移送費・葬祭費とは？

　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自
己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により支給
されます。

◆医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額

●「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」については12～13ページをご参照ください。
●自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
●高額療養費や高額介護（予防）サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除き
ます。
●入院したときに医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は、対象外
となります。
●医療費または介護サービス費いずれかの自己負担額が0円の場合は、高額介護合算療養費
の支給対象になりません。

区分Ⅱ
一般Ⅰ
一般Ⅱ

現
役
並
み
所
得 Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ 課税所得690万円以上

課税所得380万円以上

31万円
区分Ⅰ 19万円

56万円

212万円
141万円
67万円課税所得145万円以上

負担区分 自己負担限度額

計算の対象となる期間中に、
　・他の市町村から住所を移された方
　・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方　など

申請方法について
　支給の対象となる被保険者の方には、「お知らせ」をお送りしますので、記載された窓口に申
請してください。
　ただし、次に該当する方には、支給の対象となる「お知らせ」ができない場合があります。支
給の対象となるかどうかのご確認や、具体的な手続きなどご不明な点については、お住まいの
市区町村の担当窓口もしくは広域連合までご相談ください。
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交通事故などにあったときは？

健康診査を受けられます

　交通事故などの他人の行為（第三者行為）によりけがや病気をした場合の治療にマ
イナ保険証や資格確認書を使ったときは、お住まいの市区町村の担当窓口に必ず届
出をしてください。
　この届出により、広域連合があなたに代わって、あとで相手方に過失の割合に応
じて広域連合が負担した医療費を請求することになります。

交通事故にあった場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。

●健康診査はお住まいの市町村が実施します。
　お住まいの市町村から、受診券や健康診査のお知らせ等が送付されますので受診
してください。
※検査項目や予約方法等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお
問い合わせください。

…糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防、心身の機能の低下の防止等のためにご
自身の健康状態を把握する機会として、健康診査をご活用ください…

お住まいの市区町村の担当窓口で手続きをしてください。
必要なもの▶

　バイオ医薬品は、バイオテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分と
する医薬品です。バイオシミラーは、バイオ医薬品の特許が切れた後に、他の製薬会
社から発売される薬で、ジェネリック医薬品と同じように使うことができます。
バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と同等、同質の品質、安全性、有効性を有
する医薬品です。

まず警察に届けましょう

必ず後期高齢者医療制度の担当窓口にも届出を

●マイナ保険証・資格確認書のいずれか
●印鑑　●交通事故証明書

バイオシミラー（バイオ後続品）

　リフィル処方せんとは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及
び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大 3 回までの反復利用できる処方せ
んです。（※投薬量に限度が定められている等対象とならないものがあります。）
　リフィル処方せんの発行には医師の判断が必要となります。リフィル処方せんを希望
される場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方せんについて

（ ）

　医療機関で処方される医薬品には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発
医薬品）があります。
　ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成
分を同一量含み、同等の効き目がある（※）医薬品で、新薬と比べて一般的に価格が安く
なっており、自己負担を軽減するだけでなく医療費の節減にも役立ちます。
詳しくは、医師や薬剤師にお気軽にご相談ください。
※新薬が効能追加を行っている場合など、効能・効果が異なる場合があります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
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協定保養所利用助成事業
　被保険者の皆さんの健康の保持増進を目的として、次の協定保養所に宿泊した場合、1泊に
つき1,000円を助成します。（4月1日から翌年3月31日までの期間に最大4泊まで）
※開館状況につきましては、各保養所に直接お問い合わせください。

場　所

豊田市 豊田市百年草 0565-62-0100

長野県（王滝村） おんたけ休暇村セントラル・ロッジ 0264-48-2111
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555（予約専用番号）

協定保養所名 電話番号

　協定保養所へ愛知県後期高齢者医療の被保険者であることを伝えて直接申し込んでくださ
い。宿泊当日、協定保養所の窓口で、以下の【窓口にお持ちいただくもの】のいずれかを提示し、
希望者に渡される利用カードに押印を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を
助成します。

利 用 カ ー ド <<協定保養所利用助成事業＞＞

被保険者番号

被保険者氏名

保 険 者 番 号

利用期間：    　　年　月　日～　　　　年　月　日
※氏名・番号をご記入ください。

愛知県後期高齢者医療広域連合

利用回数

保養 2 3 4

協定保養所に１泊するごとにスタンプ１個を押印します。

（表面）

（中面）

ご利用方法

【窓口にお持ちいただくもの（①・②のいずれか）】
①資格確認書
②マイナンバーカードとスマートフォン等による資格情報画面の提示
※「利用カード」は、スタンプが4つになるまで全ての施設で助成が受けられます。

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

届け出るときは、マイナ保険証・資格確認書に加えて下記のものをご持参
ください。
※各種申請書は市区町村の担当窓口にあります。

こんなとき  必要なもの（書類等）
県外に転出するとき ●特定疾病療養受療証

県外から転入するとき
●負担区分等証明書　●障害認定証明書
●特定疾病療養受療証
●職場の健康保険などの被扶養者であった被保険者に
　該当する旨の証明書

県内で住所が変わったとき ●特定疾病療養受療証

生活保護を受け始めたとき ●生活保護を確認できる書類

死亡したとき

●特定疾病療養受療証
●葬祭を行った方〈喪主〉は、その事実を証明するもの
　（会葬礼状等）
●預金（貯金）通帳〈喪主〉

65歳から74歳までの一定の障害のある方で
後期高齢者医療制度に加入するとき

●身体障害者手帳等、障害年金の証書
　または医師の診断書のいずれかの書類

65歳から74歳までの一定の障害のある方で
後期高齢者医療制度から他の医療制度へ変わるとき

●特定疾病療養受療証

65歳から74歳までの方が
一定の障害の状態に該当しなくなったとき

●特定疾病療養受療証
●身体障害者手帳等（障害の程度が確認できるもの）

高額療養費／高額医療・高額介護合
算療養費を受けるとき

●支給申請のお知らせ
●預金（貯金）通帳

やむを得ず、マイナ保険証や資格確認書
を持たずに診療を受けたとき

●医療費の領収書 ●診療明細証明書
●預金（貯金）通帳

医師の指示により
コルセットなどの補装具を作ったとき

●補装具の領収書　●装具装着証明書　●医師の証明書
●靴型装具の場合は当該装具の写真　●預金（貯金）通帳

海外に渡航中、治療を受けたとき
●医療費の領収書　●領収明細書
●診療内容明細書（原本と翻訳文）
●預金（貯金）通帳　●パスポート等

交通事故でマイナ保険証や資格確認書
を使ったとき ●交通事故証明書　●印鑑

※必要なもののうち、「特定疾病療養受療証」、「職場の健康保険などの被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」及び「障害認定証
明書」はお持ちの方のみご持参ください。

※マイナ保険証をお持ちの方は、ご持参いただくものが変わる場合があります。

こんなときは届け出てください
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後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ・ご相談は…
あいち後期高齢者医療コールセンター

☎0570-011-558
	 ※通話料がかかります

受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）
※令和7年7月12日（土）から8月31日（日）の土日祝について
は、上記の受付時間で対応します。

発行元　愛知県後期高齢者医療広域連合
ホームページ：https://www.aichi-kouiki.jp/

令和7年6月末発行

市区町村後期高齢者医療担当窓口
（名古屋市の方は各区役所へ）

市区町村 担当窓口 電話番号
名古屋市役所 医療福祉課 052-972-2573
千種区役所 保険年金課 052-753-1907
東 区 役 所 保険年金課 052-934-1144
北 区 役 所 保険年金課 052-917-6455
西 区 役 所 保険年金課 052-523-4546
中村区役所 保険年金課 052-433-2894
中 区 役 所 保険年金課 052-265-2244
昭和区役所 保険年金課 052-735-3845
瑞穂区役所 保険年金課 052-852-9333
熱田区役所 保険年金課 052-683-9485
中川区役所 保険年金課 052-363-4348
港 区 役 所 保険年金課 052-654-9646
南 区 役 所 保険年金課 052-823-9344
守山区役所 保険年金課 052-796-4546
緑 区 役 所 保険年金課 052-625-3944
名東区役所 保険年金課 052-778-3054
天白区役所 保険年金課 052-807-3843
豊橋市役所 国保年金課 0532-51-2344
岡崎市役所 医療助成室 0564-23-6859
一宮市役所 保険年金課 0586-28-8985
瀬戸市役所 国保年金課 0561-88-2643
半田市役所 国保年金課 0569-84-0652
春日井市役所 保険医療年金課 0568-85-6366
豊川市役所 保険年金課 0533-89-2164
津島市役所 保険年金課 0567-24-1114
碧南市役所 国保年金課 0566-95-9892
刈谷市役所 国保年金課 0566-62-1207
豊田市役所 福祉医療課 0565-34-6959
安城市役所 国保年金課 0566-71-2232
西尾市役所 保険年金課 0563-65-2105
蒲郡市役所 保険年金課 0533-66-1102
犬山市役所 保険年金課 0568-44-0328
常滑市役所 保険年金課 0569-47-6114
江南市役所 保険年金課 0587-54-1111
小牧市役所 保険医療課 0568-76-1128

市区町村 担当窓口 電話番号
稲沢市役所 国保年金課 0587-32-1325
新城市役所 保険医療課 0536-23-7625
東海市役所 国 保 課 052-613-7644
大府市役所 保険医療課 0562-45-6230
知多市役所 保険医療課 0562-36-2654
知立市役所 国保医療課 0566-95-0151
尾張旭市役所 保険医療課 0561-76-8153
高浜市役所 市民窓口グループ 0566-95-9515
岩倉市役所 市民窓口課 0587-50-0360
豊明市役所 保険医療課 0562-92-8366
日進市役所 保険年金課 0561-73-1430
田原市役所 保険年金課 0531-23-3514
愛西市役所 保険年金課 0567-55-7119
清須市役所 保険年金課 052-400-2911
北名古屋市役所 国保医療課 0568-22-1111
弥富市役所 保険年金課 0567-65-1111
みよし市役所 保険健康課 0561-32-8016
あま市役所 保険医療課 052-444-3168
長久手市役所 保険医療課 0561-56-0617
東郷町役場 保険医療課 0561-56-0739
豊山町役場 保 険 課 0568-28-0917
大口町役場 戸籍保険課 0587-95-1116
扶桑町役場 戸籍保険課 0587-92-4114
大治町役場 保険医療課 052-444-2711
蟹江町役場 保険医療課 0567-95-1111
飛島村役場 住 民 課 0567-97-3472
阿久比町役場 住民医療課 0569-48-1111
東浦町役場 保険医療課 0562-83-3111
南知多町役場 住 民 課 0569-65-0711
美浜町役場 住 民 課 0569-82-1111
武豊町役場 保険医療課 0569-72-1111
幸田町役場 保険医療課 0564-64-0161
設楽町役場 町 民 課 0536-62-0519
東栄町役場 税務会計課 0536-76-1814
豊根村役場 住 民 課 0536-85-1313


